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10/13の規制庁面談におけるコメントへの回答（Pu-1）

コメント
新規制基準への適合性評価について、記載の根拠とした評価や設計方針を示すこと。

回答
 今回の変更申請で施設全体の設計方針へ記載を見直した項目は、新規制基準施行に伴い新たに設
けられたものであり、安全上重要な施設のない使用施設については、同基準施行後に設備の新設
等を行う場合に適用されるものである。

 Pu-1の現使用変更許可については、同基準施行後の変更申請において、固体廃棄施設の新設を
行ったため、これに適用すべく、同項目に固体廃棄物の管理に限定した設計方針を記載した。

 今回、Pu-1の変更申請においては、設備の新設等は行わないが、過去のPu-3等の変更申請にお
いて、施設全体の設計方針を記載したことを踏まえ、Pu-3に倣って施設全体の設計方針に記載を
変更するものであり、本方針は、今後、設備の新設等の変更申請を行う場合に、その設計、製作
等に適用する。

 記載内容は、新規制基準の要求事項に対し、閉じ込め、臨界、火災爆発等のMOX燃料施設の安全
設計上考慮すべきものについて、その方針としてまとめたものであり、新規制基準の要求を網羅
するものと考える。また、基本的には、既に許可を得たPu-2、Pu-3と同様の記載であり、技術
基準を満足するものと考える。次ページに各項目への適合性に対する評価結果を示す。
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条 見出し 適合性に対する評価

第13条 溢水による損傷の防止

• 防護対象設備は、臨界停止、閉じ込め、火災・爆発防止の観点から、グローブボックス、
気体廃棄施設、温度上昇警報設備、窒素消火設備等を選定した。

• 溢水に対して、安全機能を損なわない措置として、想定される浸水水位よりも高い位置
に防護対象設備を設置するか、堰等により室内の水の侵入防止する。水系配管からの被
水に対しては、障壁又は距離による分離、防水板等による被水防止措置を施す。

• 蒸気系配管の破損に対しては、蒸気防護措置を施す。

第14条 化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止

• 本施設での化学薬品の取扱いは少量であり、グローブボックス内へは必要最小限の搬入
量とし、転倒防止を図り保管する。

• 万一グローブボックス内で漏えいした場合でも、グローブボックス缶体は耐食性を有す
るステンレス鋼であるため、安全機能が損なわれない。

第15条 飛散物による損傷の防
止

• 飛散物の発生要因として、混合ガスの爆発、重量物の落下、回転機器の損壊を想定した。
混合ガスの爆発は、「3.火災等による損傷の防止」のとおり、爆発防止対策を行ってお
り、爆発による飛散物は想定されない。

• 重量物の落下は、クレーン等の搬送機器について、搬送物の落下防止、逸走防止対策等
を施し、グローブボックス上方には重量物の落下源となる設備機器を設置しない。

• 回転機器は、過回転防止機構やケーシングを設置する。

第17条 環境条件を考慮した設
計

• 本施設は、環境条件の変化を考慮した設計とする。また、必要に応じて運転条件の調整、
作業制限等の手段により、環境条件の変化に対応し、安全機能が発揮できるものとする。

使用施設の位置、構造及び設備の基準に対する適合性について
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10/13の規制庁面談におけるコメントに係る回答（Pu-2）

コメント
固体廃棄施設の増設について、保管廃棄するための十分な容量を有することを示す記載が、核燃

料物質使用変更許可申請書にない。

回答
 「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の第24条（廃棄施設）第2項第1号には、
「放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること」との記載があり、こ
の要求に対し、既申請においては、参考資料（撤去の安全性）の中で、撤去に伴い発生する放射
性固体廃棄物に対して、十分な保管廃棄能力があることを記載してきた。（参考資料 別添2参
照）

 本申請において増設する固体廃棄施設について、十分な容量（1,584本を保管できるスペース）
を有する旨の記載が必要であれば、参考資料の該当箇所に追記することとしたい。
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申請版 記載案
参考資料への記載案
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